










別紙

健診等内容表

区分 内容

特
定
健
康
診
査
※5

基本的な健診
の項目

既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)※1

自覚症状及び他覚症状の検査

身体計測

身長
体重
腹囲
ＢＭＩ

血圧
収縮期血圧
拡張期血圧

血中脂質検査
中性脂肪

ＨＤＬ－コレステロール
ＬＤＬ－コレステロール

肝機能検査
ＧＯＴ
ＧＰＴ

γ－ＧＴＰ
血糖検査※2

（両方実施）
空腹時血糖

ヘモグロビンA 1 c

尿検査※3
糖
蛋白

詳細な健診の
項目（医師の判

断による追加項

目）※4

貧血検査
赤血球数
血色素量

ヘマトクリット値
心電図検査

眼底検査（両眼）

特
定
保
健
指
導

動機付け支援

Ⅰ 初回面接
①個別面接1回（20分以上）

又は
②グループ面接（8名以下）1回（80分以上）

Ⅱ 実績評価
6ヶ月後の実績評価を面接又は通信（電子メール，電話，FAX，手紙等）等で実施

積極的支援

初回時面接の形態
①個別面接1回（20分以上）

又は
②グループ支援（8名以下）1回（80分以上）

3 ヶ月以上
の継続的な

支援

実施ポイント数 １８０ポイント

主な実施形態
個別支援・グループ支援・メールと通信支

援・電話支援

終了時評価の形態
6 ヶ月後の実績評価を面接又は通信（電子メ

ール，電話，FAX，手紙等）等で実施
保険者独自の追加
健診項目

なし

※1 別紙２質問票については､当該機関にて質問票を準備する。

※2 血糖検査については、血糖（空腹時・随時）、ヘモグロビンA1cの両方を実施すること。

※3 生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に対する尿検査につい

ては、検査不能として実施を行わない場合も認めるものの、その他の項目については全て実施するこ

と。実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱いとする(この場合甲か

ら乙に委託費用は支払われない)。

※4 詳細な健診の項目を実施する場合は、標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）の判断基準（別

紙３）により行うものとし，受診者に十分な説明を行うと共に、医療保険者に送付する結果データに

おいてその理由を詳述することとする。



※5 特定健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第3条に基づく必

要な情報を提供するものとする。また、当該結果通知を対面により実施する場合、受診した者と特定

健康診査の実施後速やかに面談できない場合は郵送により実施するものとする。



別紙

内 訳 書

区分

１人当たり委託料単価

（消費税含む）
支払条件※1

個別健診

集団健診

特
定
健
康
診
査
※2

基本的な健診の項目 ６,８２５円

・健診実施後に一括

詳細な健

診の項目
（医師の判断

による追加項

目）

貧 血 検 査 ２３１円

心 電 図 検 査 １,３６５円

眼 底 検 査

（ 両 眼 ）

（フィルム代含む）

１,１７６円

特
定
保
健
指
導

動機付け支援 ７,３５０円

・面接による支援終了後に左記金額

から初回時に全額徴収する自己負担

分を差し引いた保険者負担額の 8/10

を支払

残る 2/10は実績評価終了後に支払

積極的支援 ２３,１００円

・初回時の面接による支援終了後に

左記金額から初回時に全額徴収する

自己負担分を差し引いた保険者負担

額の4/10 を支払

・残る6/10（内訳としては3ヶ月以上の

継続的な支援が 5/10、実績評価が

1/10）は実績評価終了後に支払

・3ヶ月以上の継続的な支援実施中に

脱落等により終了した場合は、左記金

額から初回時に全額徴収する自己負

担分を差し引いた保険者負担額の

5/10 に実施済みポイント数の割合を

乗じた金額を支払

※1 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入によ

り1円単位とする。

※2 委託料単価には、電子的標準様式データの作成、受診者への結果通知や情報提供に要する費用を含

んだものとする。



別紙

個人情報取扱注意事項

１ 基本的事項

乙及び実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当た

っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければな

らない。

２ 秘密の保持

乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他

人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

３ 収集の制限

(1) 乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、

業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法か

つ公正な手段により行わなければならない。

(2) 乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、本

人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければなら

ない。

４ 利用及び提供の制限

乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

５ 適正管理

乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

６ 再委託の禁止

乙及び実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

し、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、乙及び実施機関が、健診・保健指導

機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を

委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託

する場合には、この限りではない。

７ 資料等の返還等

乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙及び

実施機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ち

に甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従



うものとする。

８ 従事者への周知

乙及び実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいて、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契

約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周

知するものとする。

９ 実地調査

甲は、必要があると認めるときは、乙及び実施機関がこの契約による業務の執行に当たり

取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

１０ 事故報告

乙及び実施機関は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。



別紙２ 質 問 票

質 問 項 目 回 答
1-
3

現在、aからcの薬の使用の有無

1 a. 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ
2 b. インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい ②いいえ
3 c. コレステロールを下げる薬 ①はい ②いいえ

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかってい
るといわれたり、治療を受けたりしたことがあります
か。

①はい ②いいえ

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっている
といわれたり、治療を受けたりしたことがありますか。

①はい ②いいえ

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれた
り、治療（人工透析）を受けたりしたことがあります
か。

①はい ②いいえ

7 医師から、貧血といわれたことがありますか。 ①はい ②いいえ
8 現在、たばこを習慣的に吸っている。

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計
100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、
最近１カ月間も吸っている者）

①はい ②いいえ

9 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 ①はい ②いいえ
10 1回 30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年

以上実施
①はい ②いいえ

11 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時
間以上実施

①はい ②いいえ

12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ
13 この1年間で体重の増減が±3kg以上あった。 ①はい ②いいえ
14 人と比較して食べる速度が速い。 ①速い ②ふつう

③遅い
15 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上

ある。
①はい ②いいえ

16 夕食後に間食（３食以外の夜食）をとることが週に3
回以上ある。

①はい ②いいえ

17 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 ①はい ②いいえ
18 お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 ①毎日 ②時々

③ほとんど飲まない（飲めない）
19 飲酒日の1日当たりの飲酒量

清酒1合（180ml）の目安：
ビール中瓶1本（約500 ml）、焼酎35度（80ml）、
ウィスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）

①1合未満
②1～2合未満
③2～3合未満
④3合以上

20 睡眠で休養が十分とれている。 ①はい ②いいえ
21 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思い

ますか。
①改善するつもりはない
②改善するつもりである（概ね6
か月以内）

③近いうちに（概ね1か月以内）
改善するつもりであり、少しず
つ始めている

④既に改善に取り組んでいる（6
ヶ月未満）

⑤既に改善に取り組んでいる（6
ヶ月以上）

22 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があ
れば、利用しますか。

①はい ②いいえ



別紙３ （標準的な健診・保健指導プログラム確定版 44ページより）

「詳細な健診」項目の選定について

以下の基準に該当する者のうち，医師が必要と認める者については，詳細な健診を実施する

（基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施することは適当ではなく，受診者の性別，

年齢等を踏まえ，医師が個別に判断する必要がある）。その際，健診機関の医師は，当該健診を

必要と判断した理由を医療保険者へ示すとともに，受診者に説明すること。

なお，他の医療機関において行った最近の結果が明らかで，再度検査を行う必要がないと判

断される者，現に高血圧，心臓病等の疾病により医療機関において管理されている者について

は，詳細な健診を行う必要はない。また，健康診査の結果から，医療機関において，診療報酬

により，必要な検査を実施する。

（１）心電図検査

○前年の健診結果等において，①血圧，②脂質，③血糖，④肥満の全ての項目について，以

下の基準に該当した者

（２）眼底検査

○前年の健診結果等において，①血圧，②脂質，③血糖，④肥満の全ての項目について，以

下の基準に該当した者

（３）貧血検査

○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

【判定基準】

①血糖 a 空腹時血糖 １００ｍｇ/ｄｌ以上 又は

b ＨｂＡ１ｃの場合 ５．２％以上

②脂質 a 中性脂肪 １５０ｍｇ/ｄｌ以上 又は

b ＨＤＬコレステロール ４０ｍｇ/ｄｌ未満

③血圧 a 収縮期 １３０ｍｍＨｇ以上 又は

ｂ 拡張期 ８５ｍｍＨｇ以上

④肥満 a 腹囲 Ｍ≧８５ｃｍ，Ｆ≧９０ｃｍ 又は

ｂ ＢＭＩ≧２５


